
３－１ 所得種類別課税状況

� 利子所得等の課税状況

区 分

課 税 分 非 課 税 分 合 計

支 払 金 額 源 泉 徴 収 税 額
老人等非課税・
財形貯蓄非課税分
支 払 金 額

その他の非課税分

支 払 金 額
支 払 金 額 源泉徴収税 額 １３ 年 ／ １２ 年

千円 千円 千円 千円 千円 千円 ％

公 債

社 債

郵 便 貯 金

預貯金

�
�
�
�
�
�
�

銀 行 預 金

銀行以外の金融機関の預金

勤 務 先 預 金

合 同 運 用 信 託 の 収 益 の 分 配

公社債投資信託の収益の分配

１，１８６，９０８ １７８，１５５ ３，４５５，３６０ ７５，８７２，２７９ ８０，５１４，５４７ １７８，１５５ １１０．４

１，７０５，５７１ ２５４，９８３ ２８２，２３４ ８，７４９，０８５ １０，７３６，８９０ ２５４，９８３ ７８．５

５，３３６，６３８，３８１ ７９７，４７８，７８０ １，３３７，３６５，１８６ ２７，１２５，００６ ６，７０１，１２８，５７３ ７９７，４７８，７８０ １３３．０

１１９，０４３，９９７ １７，７４９，４６０ １３，１９２，０１７ １８，５７１，９２３ １５０，８０７，９３７ １７，７４９，４６０ ６９．６

４１，２３６，１５２ ６，１５２，４３４ １０，５７２，６９９ ３０，２５６，３４０ ８２，０６５，１９１ ６，１５２，４３４ ６７．９

８，８２９，９９８ １，３３３，０６３ １４６，７６９ － ８，９７６，７６７ １，３３３，０６３ ７９．６

６，２４４，９４６ ９３４，２４４ １，２３２，５９３ ６，２５２，９３０ １３，７３０，４６９ ９３４，２４４ ６３．６

５０１，０８３ ７５，４１３ １５，１０２ ２７，７５５ ５４３，９４０ ７５，４１３ ９７．７

小 計 ５，５１５，３８７，０３６ ８２４，１５６，５３２ １，３６６，２６１，９６０ １６６，８５５，３１８ ７，０４８，５０４，３１４ ８２４，１５６，５３２ １２９．２

定 期 積 金 の 給 付 補 て ん 金 等
匿名組合契約等に基づく収益の
分 配、 生 命 保 険 等 の 差 益
割 引 債 の 償 還 差 益

計

９，８３４，８４６ １，４７３，２６０ － １４６，９３４ ９，９８１，７８０ １，４７３，２６０ ６４．５

７７，７９２ １２，５０９ ６，１８０ － ８３，９７２ １２，５０９ ３８．４

－ － － － － － －

※ ５，５２５，２９９，６７４ ８２５，６４２，３０１ ※ １，３６６，２６８，１４０ ※ １６７，００２，２５２ ※ ７，０５８，５７０，０６６ ※ ８２５，６４２，３０１ １２８．９

調査対象等：平成１３年２月から平成１４年１月までに利子等の支払者から提出された「利子等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

� 給与所得及び退職所得の課税状況

区 分
官 公 庁 そ の 他 合 計

人 員 支 払 金 額 源泉徴収税 額 人 員 支 払 金 額 源泉徴収税 額 人 員 支 払 金 額 源泉徴収税 額 １３年 ／１２年

人 千円 千円 人 千円 千円 人 千円 千円 ％
俸 給 ・ 給 料 ・ 賞 与

給与所得

�
�
�
�
�

日 雇 労 働 者 の 賃 金

計

退 職 所 得

災害減免法により徴収猶予したもの

※ １，２０８，８６４ ※ ５，３６３，７０７，６０７ ※ １８５，３９７，８９１ ※ ６，２３０，６９８ ※ ２０，８１２，４４２，００７ ※ ７８０，９７２，１４１ ※ ７，４３９，５６２ ※ ２６，１７６，１４９，６１４ ※ ９６６，３７０，０３２ ９８．９

－ ２２，２８９，６７３ ５５７，６０３ － ４０３，０９５，３５７ ４，８１４，４２５ － ４２５，３８５，０２９ ５，３７２，０２８ ９３．５

－ ５，３８５，９９７，２８０ １８５，９５５，４９３ － ２１，２１５，５３７，３６４ ７８５，７８６，５６７ － ２６，６０１，５３４，６４３ ９７１，７４２，０６０ ９８．９

１９，２７３ ３０８，９０４，８８０ ７，６０８，５７９ １８４，６６６ ８７５，５７３，８３３ １０，７０１，３１８ ※ ２０３，９３９ ※ １，１８４，４７８，７１４ １８，３０９，８９７ １０６．７

－ － － － － － － － － －

調査対象等：給与等の支払者から平成１４年４月３０日までに提出された「法定資料合計表（給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票）」及び
用語の説明：１ 法定資料とは、所得税法の規定により税務署長に対して、その提出を義務づけられている資料をいい、原則として翌年１月３１

�３報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書、�４給与所得の源泉徴収票、�５非居住者に支払われる給与、給付及び役務の報酬の
２ 徴収猶予とは、通常の法定期限に徴収しないで、一定の期間徴収手続を猶予すること。したがって、一定の期間法定納期限を

（注） この表の「人員」に関する部分は、標本調査に基づく推計値である。

平成１３年２月から平成１４年１月までに提出された「給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。
日までに提出することとなっている。法定資料の種類は多数にのぼっており、例えば�１利子等の支払調書、�２配当及び剰余金の分配の支払調書、
支払調書がある。
延長する、いわゆる延納制度とは異なるものである。

３ 源泉所得税 ３ 源泉所得税

５８ ５９




